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➃

　浄化槽法においては、浄化槽管理者－すなわち浄化槽を設置する家庭の世帯主などは、

保守点検や清掃といった浄化槽の管理を環境省令に定められた各々の技術上の基準に従

って定期的に行うことを義務付けられています。したがって、浄化槽管理者が自ら管理

することを法律上は妨げていません。

 ４－５　浄化槽を自分で管理しようと思いますが、可能ですか。




